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一
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
改
造
と
運
用 

  

班
固
に
よ
れ
ば
、『
洪
範
五
行
伝
』
の
系
統
は
、「
夏
侯
始
昌
―
―
夏
侯
勝
―
―
許
商
」

の
師
承
、
劉
向
、
及
び
劉
歆
の
三
者
で
あ
り
、
劉
歆
の
用
い
た
テ
キ
ス
ト
の
み
が
前
二
者

と
異
な
る
と
い
う(
1)

。
劉
歆
は
父
劉
向
と
共
に
宮
中
の
蔵
書
を
校
定
し
た
際
に
『
洪
範

五
行
伝
』
を
見
た
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
劉
向
と
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
元
に
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
改
変
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
改
変
し
た
『
洪
範
五
行
伝
』
を
用
い

た
結
果
、
災
異
の
解
釈
も
劉
向
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

本
節
で
は
、
劉
歆
が
『
洪
範
五
行
伝
』
に
ど
の
よ
う
な
改
造
を
施
し
た
の
か
、
そ
し
て

具
体
的
に
災
異
記
事
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

『
劉
歆
伝
』
に
よ
る
災
異
配
当 

 

劉
歆
が
用
い
た
『
洪
範
五
行
伝
』（
以
下
『
劉
歆
伝
』）
は
歴
代
芸
文
志
に
は
著
録
さ
れ

て
い
な
い
が(

2)

、
「
劉
歆
貌
伝
」
「
劉
歆
皇
極
伝
」
等
と
し
て
、
『
漢
書
』
を
始
め
と
す

る
諸
書
に
引
文
が
見
え
、
そ
の
大
ま
か
な
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、『
漢
書
』

五
行
志
に
見
え
る
『
劉
歆
伝
』
の
引
文
を
示
す
。 

  
 

劉
歆
貎
傳
曰
、
有
鱗
蟲
之
孽
・
羊
旤
・
鼻
痾
。
説
以
爲
、
於
天
文
、
東

方
辰
爲
龍
星
、
故
爲
鱗
蟲
。
於
易
、
兌
爲
羊
、
木
爲
金
所
病
、
故
致
羊

旤
。
與
常
雨
同
應
。 

貌
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、
「
鱗
虫
の
孼
・
羊
の
禍
・
鼻
の
痾

が
起
こ
る
」
と
言
う
。
そ
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
天
文
で
は
、
東
方
の
辰

星
を
龍
の
星
と
す
る(

3)

。
つ
ま
り
（
東
方
木
に
当
た
る
貌
の
不
調
に
よ
っ
て
孼
を

起
こ
す
の
は
）
鱗
の
あ
る
動
物
で
あ
る
。
易
で
は
、
兌
卦
は
羊
で
あ
る(

4)

。
木
は

金
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
の
で
、
（
貌
の
不
調
に
よ
っ
て
、
金
に
属
す
る
動
物
に
よ

る
災
異
、
つ
ま
り
）
羊
の
禍
が
起
こ
る
。
常
雨
と
同
様
に
貌
の
不
調
に
応
ず
る
災
異

で
あ
る
」 

 

劉
歆
言
傳
曰
、
時
有
毛
蟲
之
孽
。
説
以
爲
、
於
天
文
西
方
參
爲
虎
星
、

故
爲
毛
蟲
。 

言
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、
「
時
に
毛
虫
の
孽
が
起
こ
る
」
と

言
う
。
そ
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
天
文
で
は
、
西
方
の
参
星
を
虎
の
星
と

す
る(

5)

。
そ
の
た
め
、（
言
の
不
調
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
は
）
毛
の
あ
る
動
物
（
に

よ
る
災
異
）
な
の
で
あ
る
」 

 

劉
歆
視
傳
曰
、
有
羽
蟲
之
孽
・
雞
旤
。
說
以
爲
、
於
天
文
、
南
方
喙
為

鳥
星
、
故
爲
羽
蟲
旤
。
亦
從
羽
、
故
爲
雞
。 

視
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、「
羽
虫
の
孼
が
起
こ
る
」
と
言
う
。

そ
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
天
文
で
は
、
南
方
の
喙
星
を
鳥
の
星
と
す
る(

6)

。

そ
の
た
め
、
（
視
の
不
調
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
は
）
羽
の
あ
る
動
物
の
孼
な
の
で
あ

る
。
ま
た
、
羽
の
あ
る
動
物
に
属
す
る
の
で
、
（
家
畜
に
関
す
る
禍
は
）
鷄
な
の
で

あ
る
」 

 

劉
歆
聽
傳
曰
、
有
介
蟲
孽
也
。 

聴
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、「
介
虫
の
孼
が
起
こ
る
」
と
言
う
。 

 

劉
歆
思
心
傳
曰
、
時
則
有
臝
蟲
之
孽
。
謂
螟
螣
之
屬
也
。 

思
心
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、
「
時
に
臝
虫
の
孼
が
起
こ
る
」
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月
令
に
よ
る
五
畜
の
配
当 

『
洪
範
五
行
伝
』
と
『
劉
歆
伝
』
に
よ
る
禍
の
配
当 

『
洪
範
五
行
伝
』
と
『
劉
歆
伝
』
に
よ
る
孼
の
配
当 

月
令
に
よ
る
五
虫
の
配
当 

と
言
う
。
こ
れ
は
螟
・
螣
（
稲
の
害
虫
）
の
類
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
劉
歆
皇
極
傳
曰
、
有
下
體
生
上
之
痾
。
説
以
爲
、
下
人
伐
上
、
天
誅
已

成
、
不
得
復
爲
痾
云
。 

皇
極
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、
「
下
半
身
の
も
の
が
上
半
身
に

が
生
え
る
痾
が
起
こ
る
」
と
言
う
。
そ
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
下
の
者
が

君
主
を
伐
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
天
の
誅
罰
は
完
了
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

更
に
痾
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」 

 

ま
ず
禍
の
配
当
に
つ
い
て
、
『
洪
範
五
行
伝
』
が
「
貌
―
―
鶏
、
言
―
―
犬
、
視
―
―

羊
、
水
―
―
豕
、
土
―
―
牛
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
劉
歆
伝
』
は
「
貌
―
―
羊
、

視
―
―
鶏
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
貌
（
五
行
で
は
木
に
当
た
る
）
の
不
調
が
羊
禍
を
引

き
起
こ
す
こ
と
に
つ
い
て
、
『
劉
歆
伝
』
の
「
説
」
は
、
羊
が
説
卦
伝
で
兌
卦
（
五
行
で

は
金
に
当
た
る
）
に
配
さ
れ
、「
金
―
→
木
」（
五
行
の
相
沴
の
関
係
）
に
よ
っ
て
、
貌
の

不
調
か
ら
羊
の
禍
が
生
じ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
班
固
が
「
禍
は
妖
・
痾
・
祥
・
眚
と
同
類

で
あ
り
、
（
他
に
つ
い
て
は
木
に
属
す
る
事
物
に
よ
る
災
異
と
見
な
し
て
い
る
の
に
）
禍

だ
け
が
他
と
異
な
っ
て
い
る
（
木
と
対
抗
す
る
金
に
属
す
る
羊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
見

な
す
こ
と
）
の
は
有
り
得
な
い
」
と
言
っ
て
批
判
す
る
よ
う
に(

7)

、
や
や
無
理
の
あ
る

説
で
あ
る
。
ま
た
、
鷄
を
視
（
五
行
で
は
火
に
当
た
る
）
に
配
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

説
卦
伝
の
文
を
用
い
る
こ
と
す
ら
せ
ず
、
天
文
に
於
い
て
南
方
に
朱
鳥
が
配
さ
れ
る
こ
と

を
以
っ
て
、
鷄
も
同
様
に
視
に
当
た
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
班
固
は
反
駁

し
、
そ
の
説
を
用
い
な
い(

8)

。 
 

劉
歆
は
、
何
故
こ
の
よ
う
に
苦
し
い
説
明
を
し
て
ま
で
配
当
を
入
れ
替
え
た
の
か
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
月
令
に
基
づ
く
と
考
え
て
い
る(

9)

。 
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す
な
わ
ち
、『
漢
書
』
五
行
志
の
引
く
『
劉
歆
伝
』
が
特
に
言
及
し
て
い
な
い
言
・
聴
・

思
心
の
不
調
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
禍
が
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
よ
る
配
当
と
同
一

で
あ
る
と
い
う
過
程
に
基
づ
け
ば
、
『
劉
歆
伝
』
に
よ
る
配
当
は
前
頁
の
表
の
よ
う
に
整

理
で
き
、
月
令
に
よ
る
配
当
と
一
致
す
る(

10)

。 

ま
た
、
孼
の
配
当
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
貌
・
視
・
言
の
不
調
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
孼
に
つ
い
て
は
、
天
文
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
聴
・
思
心

に
つ
い
て
は
説
明
が
見
え
な
い(

11)

。
こ
れ
も
ま
た
、
月
令
の
配
当
に
基
づ
く
と
考
え
ら

れ
る(

12)

。
前
頁
に
そ
れ
ぞ
れ
の
配
当
を
ま
と
め
た
表
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
孼
に
つ
い

て
は
、
班
固
は
概
ね
こ
の
『
劉
歆
伝
』
に
基
づ
い
て
災
異
を
配
当
し
て
い
る(

13)

。 

以
上
の
よ
う
に
、
『
劉
歆
伝
』
が
孼
・
禍
の
配
当
を
変
え
た
の
は
、
月
令
説
に
基
づ
い

た
た
め
で
あ
っ
た(

14)

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
説
」
が
天
文
や
説
卦
伝
に
よ
っ
て

そ
れ
ら
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
は
、
単
に
災
異
の
配
当
に
関
す
る
説
明
と
い
う
よ
り

も
、
も
は
や
、
月
令
が
何
故
そ
の
よ
う
に
配
当
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
を
兼
ね

て
い
る
と
も
謂
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

災
異
解
釈
の
特
徴 

 

劉
歆
も
劉
向
同
様
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
論
理
に
基
づ
い
て
『
春
秋
』
の
災
異
を
解
釈

し
た
。 

 

春
秋
、
桓
公
十
四
年
八
月
壬
申
、
御
廩
災
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、

御
廪
、
公
所
親
耕
籍
田
、
以
奉
粢
盛
者
也
。
棄
法
度
、
亡
禮
之
應
也
。 

『
春
秋
』
桓
公
十
四
年
八
月
壬
申
の
日
に
御
廩
で
火
災
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…

…
劉
歆
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
御
廪
は
、
公
が
自
ら
籍
田
を
耕
し
て
、
そ
れ
で
収

穫
し
た
供
物
を
捧
げ
る
た
め
の
蔵
で
あ
る
。
（
こ
の
火
事
は
）
規
律
や
礼
を
な
い
が

し
ろ
に
し
て
い
た
こ
と
に
応
じ
て
起
こ
っ
た
の
だ(

15)

」(

16) 

 

桓
公
元
年
秋
、
大
水
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、
桓
易
許
田
、
不
祀
周

公
、
廢
祭
祀
之
罰
也
。 

桓
公
元
年
秋
に
洪
水
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
桓
公
が
許
の
地
を
交
換
し
、
周
公
を
祀
ら
ず
、
祭
祀
を
廃
止
し
た
こ
と
へ
の
罰
で

あ
る(

17)

」(

18) 

 

前
者
は
『
洪
範
五
行
伝
』
の
「
棄
法
律
…
…(

中
略)

…
…
則
火
不
炎
上
」、
後
者
は
「
廢
祭

祀
…
…(

中
略)

…
…
則
水
不
潤
下
」
に
基
づ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。 

た
だ
、
前
述
の
通
り
、
劉
歆
は
月
令
に
基
づ
い
て
『
洪
範
五
行
伝
』
の
配
当
を
変
更
し

た
。
そ
の
た
め
、
具
体
的
な
災
異
の
解
釈
も
、
必
然
的
に
劉
向
と
は
異
な
っ
た
。
左
は
そ

の
例
で
あ
る
。 

 

嚴
公
十
七
年
冬
、
多
麋
。
劉
歆
以
爲
、
毛
蟲
之
孽
為
災
。
劉
向
以
爲
、

麋
色
青
、
近
青
祥
也
…
… 

荘
公
十
七
年
冬
、
オ
オ
ジ
カ
が
多
く
出
現
し
た
。
劉
歆
は
、
「
毛
虫
の
孼
が
災
を
な

し
た
」
と
言
う
。
劉
向
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
オ
オ
ジ
カ
は
青
く
、
こ
の
事
件

は
青
祥
で
あ
ろ
う
…
…
」(

19) 

 

桓
公
五
年
秋
、
螽
。
劉
歆
以
爲
、
貪
虐
取
民
則
螽
、
介
蟲
之
孽
也
。
與

魚
同
占
。
劉
向
以
爲
、
介
蟲
之
孽
、
屬
言
不
從
。
是
歳
、
公
獲
二
國
之

聘
、
取
鼎
易
邑
、
興
役
起
城
。 

桓
公
五
年
秋
、
螽
の
害
が
あ
っ
た
。
劉
歆
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
貪
欲
・
残
虐
で

民
か
ら
取
り
立
て
過
ぎ
た
の
で
螽
の
害
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
介
虫
の
孽
で
あ
り
、
魚

孽
と
同
じ
よ
う
に
（
「
聴
之
不
聡
」
に
応
じ
た
災
異
と
し
て
）
解
釈
さ
れ
る
。
劉
向
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は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
介
虫
の
孽
は
、
「
言
之
不
從
」
に
属
す
。
こ
の
年
、
公
は

宋
・
鄭
二
国
か
ら
聘
物
を
受
け
、
鼎
を
取
っ
て
邑
を
交
換
し
、
民
衆
を
徴
用
し
て
城

市
を
築
い
た
。(

20) 

 

前
者
で
は
、
劉
向
が
青
祥
と
見
な
す
一
方
で
、
劉
歆
は
毛
虫
の
孼
と
見
な
す
。
劉
向
は
、

『
洪
範
五
行
伝
』
に
毛
の
生
え
た
動
物
に
関
す
る
災
異
を
分
類
す
る
項
目
が
無
い
た
め
に
、

色
彩
に
基
づ
い
て
貌
之
不
恭
に
よ
っ
て
起
こ
る
青
祥
と
解
釈
し
た
。
一
方
、
『
劉
歆
伝
』

の
言
之
不
従
に
は
「
毛
虫
之
孼
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
劉
歆
は
オ
オ
ジ
カ
の
災
異
を
こ

れ
に
当
て
は
め
た
。 

後
者
で
は
、
共
に
螽
に
よ
る
食
害
を
介
虫
の
孼
と
見
な
す
が
、
劉
向
が
こ
れ
を
言
の
不

調
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
と
考
え
る
一
方
で(

21)
、
劉
歆
は
こ
れ
を
聴
の
不
調
に
よ
っ
て
起

こ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
劉
向
の
用
い
た
『
洪
範
五
行
伝
』
と
、
劉
歆
の
用

い
た
『
劉
歆
伝
』
と
で
配
当
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
『
左
伝
』
の
説
を
好
ん
で
用
い
る
こ
と
も
、
劉
歆
の
災
異
解
釈
の
特
徴
と
謂
え

る
。
例
え
ば
、
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

釐
公
十
六
年
正
月
、
六
鶂
退
蜚
、
過
宋
都
。
左
氏
傳
曰
、
風
也
。
劉
歆

以
爲
、
風
發
於
它
所
、
至
宋
而
高
。
鶂
高
蜚
而
逢
之
則
退
。
經
以
見
者

爲
文
、
故
記
退
蜚
。
傳
以
實
應
、
著
言
風
。
常
風
之
罰
也
。
象
宋
襄
公

區
霿
自
用
、
不
容
臣
下
、
逆
司
馬
子
魚
之
諫
、
而
與
彊
楚
爭
盟
。
後
六

年
、
為
楚
所
執
、
應
六
鶂
之
數
。 

僖
公
十
六
年
正
月
、
六
羽
の
鶂
が
後
ろ
向
き
に
飛
び
、
宋
の
都
に
至
っ
た
。
『
左
氏

伝
』
は
「
強
風
の
た
め
で
あ
る
」
と
言
う
。
劉
歆
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
風
が
別

の
場
所
で
起
こ
り
、
宋
に
至
っ
て
高
さ
を
増
し
た
。
鶂
が
高
い
と
こ
ろ
を
飛
ん
で
こ

の
風
に
出
会
い
、
後
ろ
向
き
に
飛
ば
さ
れ
た
の
だ
。
『
春
秋
』
の
経
文
は
、
観
測
さ

れ
た
事
柄
を
書
き
記
す
も
の
な
の
で
、
単
に
「
後
ろ
向
き
に
飛
ん
だ
」
と
書
い
た
の

で
あ
る
。
『
左
伝
』
は
経
文
に
対
し
て
実
際
の
現
象
を
説
明
す
る
の
で
、
は
っ
き
り

と
「
風
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
常
風
の
罰
で
あ
る
。
宋
の
襄
公
が
暗
愚

で
一
人
よ
が
り
で
あ
り(

22)

、
臣
下
の
意
見
を
聞
か
ず
、
司
馬
子
魚
の
諫
め
に
逆
ら

っ
て
強
大
な
楚
と
盟
主
を
争
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
六
年
目
に
、

楚
に
捕
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
は
六
羽
の
鶂
と
い
う
数
に
対
応
し
て
い
る
」(

23) 

 

劉
向
は
庶
徴
の
常
風
に
該
当
す
る
記
事
を
『
春
秋
』
に
見
出
せ
な
い
と
考
え
る
が(

24)

、

一
方
、
劉
歆
は
『
左
伝
』
の
「
風
也
」
と
い
う
文
言
に
基
づ
い
て
、
僖
公
十
六
年
の
記
事

を
常
風
に
当
た
る
と
考
え
、
宋
の
襄
公
が
「
区
霿
」
で
あ
る
こ
と
の
応
と
述
べ
る(

25)

。

こ
の
よ
う
に
、
『
左
伝
』
に
基
づ
い
て
劉
向
と
異
な
る
解
釈
を
す
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら

れ
る(

26)

。 
 

陳
侃
理
氏
は
、
劉
向
・
劉
歆
の
災
異
説
を
較
べ
、
劉
歆
の
説
の
方
が
理
論
的
に
首
尾
一

貫
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
劉
向
に
よ
る
解
釈
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
だ
け
で
は
な

く
董
仲
舒
説
に
従
う
こ
と
も
多
く
、
理
論
上
の
整
合
性
よ
り
も
具
体
的
な
解
釈
を
重
ん
じ

て
い
た
。
こ
れ
を
陳
氏
は
、
そ
の
背
景
に
漢
室
を
守
る
た
め
の
政
治
闘
争
が
あ
っ
た
た
め

と
考
え
る
。
一
方
、
劉
歆
は
、
諸
災
異
を
『
五
行
伝
』
や
分
野
説
に
規
則
的
に
当
て
は
め
、

う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
は
解
釈
を
せ
ず
、
恣
意
的
な
運
用
を
避
け
る
。
例
え
ば
、

日
蝕
に
つ
い
て
は
、
分
野
説
に
拠
っ
て
、
ど
の
国
に
応
じ
た
災
異
な
の
か
を
述
べ
る
ば
か

り
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
問
題
で
あ
っ
た
か
の
解
釈
は
数
例
し
か
見
当
た
ら

な
い(

27)

。
そ
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
左
伝
』
に
見
え
る
説
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
い

る
。 陳

氏
は
、
こ
の
よ
う
な
劉
歆
の
災
異
説
は
、
劉
向
の
実
用
主
義
的
な
傾
向
か
ら
「
学
理

化
」
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
の
合
理
化
・
解
釈
の
規
範
化
・
理
論
体
系

の
完
善
化
に
よ
っ
て
、
儒
家
の
災
異
説
の
学
理
化
を
推
し
進
め
た
と
言
う(

28)

。
陳
氏
の
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論
は
、
災
異
学
説
史
に
於
け
る
劉
歆
の
位
置
を
、
的
確
に
言
い
表
し
て
い
る
。 

 

皇
極
に
つ
い
て 

 

五
行
説
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
劉
歆
に
よ
る
災
異
解
釈
の
第
一
の
特
徴
は
、
前
述
の

通
り
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
改
造
に
由
来
す
る
配
当
の
変
更
で
あ
る
。
筆
者
は
更
に
、
皇

極
の
扱
い
に
注
目
す
る
。
以
下
、
『
漢
書
』
五
行
志
が
皇
極
の
不
調
に
拠
る
災
異
記
事
を

収
録
し
た
箇
所
（
巻
二
十
七
下
之
上 

五
行
志
下
之
上
・
巻
二
十
七
下
之
下 

五
行
志
下
之

下
）
に
見
え
る
、
劉
歆
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

漢
志
に
よ
れ
ば
、
皇
極
の
不
調
に
関
す
る
『
劉
歆
伝
』
の
文
言
で
は
、
痾
の
配
当
の
み

が
『
洪
範
五
行
伝
』
と
異
な
る
と
い
う
。 

 

劉
歆
皇
極
傳
曰
、
有
下
體
生
上
之
痾
。
説
以
為
、
下
人
伐
上
、
天
誅
已

成
、
不
得
復
為
痾
云
。 

皇
極
に
つ
い
て
の
劉
歆
の
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
、
「
下
半
身
の
も
の
が
上
半
身
に

生
え
る
痾
が
起
こ
る
」
と
言
う
。
そ
の
説
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
下
の
者
が
君

主
を
伐
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
天
の
誅
罰
は
完
了
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
更

に
痾
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」 

 

君
主
が
下
の
者
に
伐
た
れ
れ
ば
最
早
譴
責
で
は
な
く
誅
罰
の
完
成
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

災
異
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
な
理
屈
で
あ
る
。
加
え
て
、『
洪
範
五
行
伝
』

の
他
の
痾
は
い
ず
れ
も
人
体
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
皇
極
の
み
が
「
下
人
伐
上
」

と
な
っ
て
い
た
の
を
、
「
下
体
生
上
」
と
い
う
身
体
に
関
す
る
事
柄
（
な
お
、
元
々
は
貌

の
不
調
に
よ
っ
て
起
こ
る
災
異
に
分
類
さ
れ
て
い
た
）
に
改
め
た
と
い
う
、
体
裁
を
統
一

し
た
意
味
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
『
春
秋
』
に
「
下
体
生
上
」
に
分
類
す
べ
き
災

異
記
事
が
無
く
、
劉
歆
が
実
際
に
こ
の
文
言
を
用
い
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。 

 

そ
も
そ
も
、
劉
歆
が
皇
極
の
不
調
と
し
て
災
異
を
解
釈
す
る
例
自
体
が
、
地
上
に
於
け

る
災
異
に
つ
い
て
は
見
つ
か
ら
な
い
。
以
下
は
、『
漢
書
』
巻
二
十
七
下
之
上 

五
行
志
下

之
上
（
班
固
が
皇
極
の
不
調
に
分
類
し
た
諸
災
異
の
う
ち
、
天
文
以
外
の
記
事
を
収
録
す

る
巻
）
に
引
か
れ
た
、
数
少
な
い
劉
歆
説
で
あ
る
。 

 

嚴
公
十
八
年
秋
、
有
蜮
。
劉
向
以
爲
、
蜮
生
南
越
。
越
地
多
婦
人
、
男

女
同
川
、
淫
女
爲
主
。
亂
氣
所
生
、
故
聖
人
名
之
曰
蜮
…
…(

中
略)

…
…

劉
歆
以
爲
、
蜮
盛
暑
所
生
、
非
自
越
來
也
。 

荘
公
十
八
年
秋
に
、
蜮
が
発
生
し
た
。
劉
向
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
蜮
は
南
越
に

生
ず
る
。
越
の
地
で
は
婦
人
が
多
く
、
男
女
が
一
緒
に
川
に
入
り
、
淫
女
が
主
で
あ

る
。
そ
の
乱
気
が
生
ん
だ
虫
を
、
聖
人
は
「
蜮
」
と
名
づ
け
た
…
…(

中
略)

…
…
」

劉
歆
は
、
「
蜮
は
酷
暑
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
越
か
ら
来
た
の
で
は
な

い
」
と
言
う
。 

 

文
公
十
一
年
、
敗
狄
于
鹹
。
穀
梁
・
公
羊
傳
曰
、
長
狄
。
兄
弟
三
人
、

一
者
之
魯
、
一
者
之
齊
、
一
者
之
晉
。
皆
殺
之
。
身
横
九
畮
、
斷
其
首

而
載
之
、
眉
見
於
軾
。
何
以
書
、
記
異
也
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、

人
變
、
屬
黄
祥
。 

文
公
十
一
年
、
狄
を
鹹
で
破
っ
た
。
『
穀
梁
伝
』
と
『
公
羊
伝
』
は
、
次
の
よ
う
に

言
う
「
長
狄
で
あ
る
。
三
人
兄
弟
で
、
一
人
が
魯
へ
行
き
、
一
人
が
斉
へ
行
き
、
一

人
が
晋
へ
行
き
、
い
ず
れ
も
殺
さ
れ
た
。
身
体
は
九
畝
も
の
長
さ
で
、
首
を
は
ね
て

車
に
載
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
眉
が
軾
か
ら
見
え
た
。
何
故
こ
れ
を
記
し
た
の
か
。
異

を
記
録
し
た
の
で
あ
る
」
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
は
、「
人
の
異
変
で
あ
り
、
黄
祥
に

属
す
る
」
と
言
う
。 
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前
者
で
は
、
劉
歆
は
劉
向
説
を
否
定
す
る
の
み
で
、
具
体
的
な
解
釈
を
施
さ
な
い(

29)

。

後
者
に
於
い
て
は
、
単
に
「
黄
祥
」
（
思
心
の
不
調
に
よ
っ
て
生
ず
る
災
異
）
に
属
す
と

い
う
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漢
志
を
見
る
限
り
、
劉
歆
が
皇
極
の
不
調
に
よ
っ
て
地
上

の
災
異
を
解
釈
し
た
例
は
、
無
い
の
で
あ
る
。 

一
方
、
天
文
に
関
す
る
災
異
記
事
を
収
録
し
た
『
漢
書
』
巻
二
十
七
下
之
下 

五
行
志

下
之
下
に
は
、
劉
歆
に
よ
る
解
釈
が
数
多
く
引
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
大
半
を
占
め

る
日
蝕
説
は
、
専
ら
分
野
説
に
拠
っ
て
お
り
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
「
皇
之
不
極
」
に
関

す
る
字
句
に
結
び
つ
け
た
解
釈
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

桓
公
三
年
七
月
壬
辰
朔
、
日
有
食
之
、
既
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、

六
月
、
趙
與
晉
分
。
先
是
、
晉
曲
沃
伯
再
弑
晉
侯
。
是
歳
、
晉
大
亂
、

滅
其
宗
國
。 

桓
公
三
年
七
月
一
日
、
壬
辰
の
日
に
、
皆
既
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉

歆
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
六
月
で
あ
り
、
趙
と
晋
の
分
野
に
当
た
る
。
こ
れ
よ
り

以
前
、
晋
で
、
曲
沃
伯
が
晋
侯
を
二
度
弑
殺
し
た
。
こ
の
歳
に
、
晋
で
大
き
な
兵
乱

が
起
こ
り
、
曲
沃
伯
が
宗
家
を
滅
ぼ
し
た
」 

 

十
七
年
十
月
朔
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、
楚
鄭
分
。 

桓
公
十
七
年
十
月
一
日
に
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
は
「
楚
・
鄭

の
分
野
に
当
た
る
」
と
言
う
。 

 

僖
公
五
年
九
月
戊
申
朔
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、
七
月
、

秦
晉
分
。 

僖
公
五
年
九
月
一
日
、
戊
申
の
日
に
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略) 

…
…
劉
歆
は
、

「
七
月
で
あ
り
、
秦
・
晋
の
分
野
に
当
た
る
」
と
言
う
。 

 

襄
公
十
四
年
二
月
乙
未
朔
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、
前

年
十
二
月
二
日
、
宋
燕
分
。 

襄
公
十
四
年
二
月
一
日
、
乙
未
の
日
に
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
は
、

「
前
年
の
十
二
月
二
日
で
あ
り
、
宋
・
燕
の
分
野
に
当
た
る
」
と
言
う
。 

 

昭
公
七
年
四
月
甲
辰
朔
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、
二
月
、

魯
衛
分
。
傳
曰
、
晉
侯
問
於
士
文
伯
曰
、
誰
將
當
日
食
。
對
曰
、
魯
衛

惡
之
。
衛
大
、
魯
小
。
公
曰
、
何
故
。
對
曰
、
去
衛
地
如
魯
地
。
於
是
、

有
災
。
其
衛
、
君
乎
。
魯
、
將
上
卿
。
是
歳
八
月
、
衛
襄
公
卒
。
十
一

月
、
魯
季
孫
宿
卒
…
… 

昭
公
七
年
四
月
一
日
、
甲
辰
の
日
に
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
は
次

の
よ
う
に
言
う
。「
二
月
で
あ
り
、
魯
・
衛
の
分
野
で
あ
る
。『
左
伝
』
に
次
の
よ
う

に
あ
る
。『
晋
侯
が
士
文
伯
に
、「
日
蝕
は
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
」
と
訊
い
た
。
士

文
伯
は
、
「
魯
と
衛
に
対
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
衛
で
は
重
大
で
あ
り
、
魯
は
そ
れ

ほ
ど
で
も
な
い
で
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。
晋
侯
は
「
何
故
か
」
と
訊
い
た
。
士
文
伯

は
「
衛
の
地
か
ら
始
ま
り
、
魯
の
地
に
達
し
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
災
が
起

こ
る
の
で
す
。
衛
で
は
、
君
主
で
し
ょ
う
。
魯
で
は
、
上
卿
で
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。

こ
の
年
の
八
月
に
、
衛
の
襄
公
が
卒
し
た
。
ま
た
、
十
一
月
に
、
魯
の
季
孫
宿
が
卒

し
た
…
…
』
…
…
」 

 
二
十
四
年
五
月
乙
未
朔
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
、
二
日
、

魯
趙
分
。
是
月
、
斗
建
辰
。
左
氏
傳
、
梓
慎
曰
、
將
大
水
。
昭
子
曰
、

旱
也
。
日
過
分
而
陽
、
猶
不
克
。
克
必
甚
。
能
無
旱
乎
。
陽
不
克
莫
、

將
積
聚
也
。
是
歳
秋
、
大
雩
、
旱
也
。
二
至
二
分
日
有
食
之
、
不
爲
災
。
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日
月
之
行
也
、
春
秋
分
日
夜
等
、
故
同
道
。
冬
夏
至
長
短
極
、
故
相
過
。

相
過
同
道
而
食
、
輕
不
爲
大
災
。
水
旱
而
已
。 

昭
公
二
十
四
年
五
月
一
日
、
乙
未
の
日
に
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉

歆
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
五
月
二
日
で
あ
り
、
魯
・
趙
の
分
野
に
当
た
る
。
こ
の

月
に
、
北
斗
は
辰
を
指
す
。『
左
氏
伝
』
に
、
以
下
の
記
録
が
あ
る
。『
梓
慎
は
、「
洪

水
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
一
方
、
叔
孫
昭
子
は
、
「
旱
魃
が
起
こ
る
で

し
ょ
う
。
日
が
春
分
を
過
ぎ
て
、
時
節
は
陽
と
な
っ
た
の
に
、
依
然
と
し
て
陰
に
勝

ち
ま
せ
ん
で
し
た
。（
そ
の
た
め
に
日
蝕
が
起
こ
り
ま
し
た
。
）
こ
れ
か
ら
陽
が
勝
つ

と
な
る
と
、
き
っ
と
甚
だ
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
旱
魃
が
起
こ
ら
ず
に
済

み
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
、
陽
が
勝
た
な
い
で
動
か
な
い
で
い
る
と
、
陽
が
ど
ん
ど

ん
と
蓄
積
さ
れ
る
も
の
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
た
』 

こ
の
歳
の
秋
、『
大
い

に
雨
乞
い
を
行
な
っ
た
』
と
『
春
秋
』
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
旱
魃
が
起
こ

っ
た
た
め
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
昭
子
の
言
が
的
中
し
た
）
。
冬
至
・
夏
至
・
春
分
・

秋
分
に
日
蝕
が
起
こ
る
こ
と
は
、
災
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
日
月
の
運
行
で
は
、
春

分
・
秋
分
で
は
昼
夜
が
同
じ
長
さ
で
あ
り
、
つ
ま
り
陰(

月)
・
陽(
日)

が
軌
道
を
同
じ

く
す
る
。
冬
至
・
夏
至
で
は
昼
夜
の
長
短
が
極
ま
り
、
つ
ま
り
陰
・
陽
が
互
い
を
抜

か
す
。
抜
い
た
り
軌
道
を
同
じ
く
し
た
り
す
れ
ば
、
（
重
な
り
合
う
の
で
）
蝕
が
起

こ
る
。
こ
れ
は
軽
微
な
異
常
で
あ
り
、
大
災
で
は
な
い
。
洪
水
や
旱
魃
程
度
で
済
む

の
だ
」 

 

劉
歆
は
、
ほ
と
ん
ど
の
日
蝕
記
事
に
つ
い
て
、
分
野
説
に
基
づ
い
て
、
該
当
す
る
諸
侯

を
示
す
の
み
で
、
具
体
的
な
応
験
を
述
べ
な
い
（
こ
こ
で
は
そ
の
例
と
し
て
桓
公
十
七

年
・
僖
公
五
年
・
襄
公
十
四
年
の
記
事
の
み
を
引
い
た
が
、
大
半
が
こ
の
よ
う
に
ど
の
分

野
に
当
た
る
か
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
）
。
具
体
的
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
の
は
、
桓
公

三
年
・
昭
公
七
年
・
昭
公
二
十
四
年
の
三
例
の
み
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
う
ち
の
二
例
（
昭

公
七
年
・
昭
公
二
十
四
年
）
は
『
左
伝
』
の
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
左
伝
』
に

拠
ら
ず
に
解
釈
を
施
し
て
い
る
桓
公
三
年
の
記
事
に
於
い
て
も
、
君
主
の
死
去
・
滅
亡
に

対
応
す
る
と
考
え
る
点
で
、
昭
公
七
年
の
記
事
に
関
す
る
『
左
伝
』
の
説
と
一
致
す
る
。 

つ
ま
り
、
劉
歆
は
『
左
伝
』
に
基
づ
い
て
、
日
蝕
は
、
該
当
す
る
国
の
君
主
の
死
去
・

滅
亡
を
意
味
す
る
と
い
う
規
則
を
立
て
（
た
だ
し
、
昭
公
二
十
四
年
の
伝
文
に
基
づ
き
、

二
至
二
分
の
日
蝕
は
例
外
と
さ
れ
る
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
春
秋
』
の
日
蝕
記
事
を
解
釈

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
記
事
に
つ
い
て
、
単
に
該
当
す
る
国
を
述
べ
る

の
み
で
、
具
体
的
な
応
験
を
述
べ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
規
則
に
基
づ
く
解
釈
が
難
し
か

っ
た
た
め
に
（
つ
ま
り
該
当
す
る
国
の
君
主
が
死
去
し
た
と
い
う
記
事
を
見
出
せ
な
か
っ

た
）
、
無
理
に
解
釈
を
施
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
劉
歆
の
日
蝕
解
釈
は

専
ら
『
左
伝
』
と
分
野
説
に
基
づ
い
て
お
り
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
基
づ
い
た
痕
跡
は
見

ら
れ
な
い
。 

漢
志
に
は
日
蝕
の
他
に
も
天
文
の
異
変
が
掲
載
さ
れ
、
劉
歆
説
も
い
く
つ
か
引
か
れ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
に
於
い
て
も
『
左
伝
』
の
説
に
基
づ
い
て
解
釈
・
敷
衍
す
る
の
み
で
、

や
は
り
『
洪
範
五
行
伝
』
に
基
づ
く
説
は
見
当
た
ら
な
い(

30)

。 

そ
れ
で
は
、
劉
歆
は
こ
れ
ら
の
異
変
に
対
し
、
君
主
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
見
な
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

隱
公
三
年
二
月
己
巳
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
左
氏
劉
歆
以
爲
、
正

月
二
日
、
燕
越
之
分
野
也
。
凡
日
所
躔
而
有
變
、
則
分
野
之
國
失
政
者

受
之
。
人
君
能
修
政
、
共
御
厥
罰
、
則
災
消
而
福
至
。
不
能
、
則
災
息

而
禍
生
。
故
經
書
災
、
而
不
記
其
故
。
蓋
吉
凶
亡
常
、
隨
行
而
成
禍
福

也
。 

隠
公
三
年
二
月
己
巳
の
日
に
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
左
氏
学
の
劉
歆

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
正
月
二
日
は
、
燕
越
の
分
野
に
当
た
る
。
そ
も
そ
も
、
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日
の
宿
る
位
置
で
異
変
が
起
き
た
場
合
、
そ
の
分
野
に
当
た
る
国
で
政
治
に
失
敗
し

て
い
る
者
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
君
主
が
政
治
を
改
め
、
慎
ん
で

そ
の
罰
を
防
ぎ
止
め
れ
ば
、
災
は
消
え
て
福
が
至
る
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
災

か
ら
進
ん
で
、
禍
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、
『
春
秋
』
で
は
災
を
記
録
し
て
も
、

そ
の
理
由
を
著
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
吉
・
凶
に
常
は
な
く
、
行
い
に
よ
っ
て
禍
・

福
が
分
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
」 

 

こ
の
劉
歆
説
に
よ
れ
ば
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
際
、
日
が
ど
の
分
野
に
宿
っ
て
い
る
か
に
よ

っ
て
、
ど
の
諸
侯
に
対
す
る
罰
な
の
か
が
割
り
出
せ
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
「
修
政
」・

「
共
御
」
に
よ
っ
て
、
災
禍
（
桓
公
三
年
・
昭
公
七
年
の
日
蝕
に
対
す
る
劉
歆
説
に
基
づ

け
ば
、
君
主
の
死
去
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
）
の
到
来
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。 

 

更
に
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。 

 

昭
公
七
年
四
月
甲
辰
朔
、
日
有
食
之
…
…(

中
略)

…
…
劉
歆
以
爲
…
…(

中

略) 

…
…
傳
曰
…
…(

中
略)

…
…
對
曰
、
不
善
政
之
謂
也
。
國
無
政
、
不
用

善
、
則
自
取
適
于
日
月
之
災
。
故
政
不
可
不
慎
也
。
務
三
而
已
。
一
曰

擇
人
、
二
曰
因
民
、
三
曰
從
時
。
此
推
日
食
之
占
、
循
變
復
之
要
也
。

易
曰
、
縣
象
著
明
、
莫
大
於
日
月
。
是
故
聖
人
重
之
、
載
于
三
經
。
於

易
、
在
豐
之
震
曰
、
豐
其
沛
、
日
中
見
昧
、
折
其
右
肱
、
亡
咎
。
於
詩
、

十
月
之
交
、
則
著
卿
士
司
徒
下
至
趣
馬
師
氏
、
咸
非
其
材
。
同
於
右
肱

之
所
折
、
協
於
三
務
之
所
擇
。
明
小
人
乘
君
子
、
陰
侵
陽
之
原
也
。 

昭
公
七
年
四
月
一
日
、
甲
辰
の
日
に
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略) 

…
…
劉
歆
は

次
の
よ
う
に
言
う
「
…
…(

中
略)

…
…
『
左
伝
』
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。『
…
…(

中

略)

…
…
士
文
伯
は
、
「（
そ
の
詩
は
、
）
政
治
が
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
す
。
国
に
ま
っ
と
う
な
政
治
を
布
か
ず
、
善
人
を
用
い
な
い
と
い
う
の
は
、

日
月
に
よ
る
災
と
い
う
譴
責
を
招
き
寄
せ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
政
治
は
く
れ
ぐ

れ
も
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
為
政
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
三

点
に
つ
い
て
努
め
れ
ば
良
い
の
で
す
。
一
つ
目
は
良
い
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
、
二

つ
目
は
人
々
の
思
い
を
踏
ま
え
る
こ
と
、
三
つ
目
は
時
宜
に
従
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
」
と
答
え
た
』 

こ
れ
は
、
日
蝕
の
解
釈
か
ら
敷
衍
し
、
異
変
か
ら
恢
復
す
る
こ

と
の
要
点
を
踏
ま
え
て
い
る
。『
易
』
に
は
、『
象
を
掛
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
最
も

明
ら
か
な
の
は
日
月
で
あ
る
』
と
言
う(

31)

。
そ
こ
で
聖
人
は
日
蝕
を
重
ん
じ
、
三

種
の
経
典
に
記
載
し
た
の
で
あ
る
。
『
易
』
で
は
、
豊
☳
☲
か
ら
（
第
三
爻
が
変
化

し
て
）
震
☳
☳
に
な
っ
た
時
の
爻
に
、『
幕
を
広
げ
、
日
中
で
も
微
か
な
光
を
見
る
。

右
の
肘
を
折
る
。
咎
な
し
』
と
言
う(

32)

。
『
詩
』
で
は
、
「
十
月
之
交
」
の
詩
で
、

卿
・
士
・
司
徒
か
ら
趣
馬
・
師
氏
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
適
切
な
人
材
で
は
な
い

こ
と
を
歌
っ
て
い
る(

33)

。
こ
れ
は
（『
易
』
の
謂
う
）『
右
肱
が
折
れ
た
』
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
あ
り(

34)

、
（『
左
伝
』
に
於
い
て
士
文
伯
の
挙
げ
る
）
『
三
務
』
の

う
ち
の
『
択
』
に
当
た
る
。
小
人
が
君
子
に
乗
じ
る
の
が
、
陰
が
陽
を
侵
害
す
る
こ

と
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」 

 

こ
こ
で
、
劉
歆
は
『
左
伝
』
の
引
く
士
文
伯
の
説
を
良
し
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
択
人
」
・

「
因
民
」・「
従
時
」
に
よ
っ
て
政
治
を
改
め
る
こ
と
を
、
日
蝕
の
解
消
方
法
と
す
る
。
裏

を
返
せ
ば
、
こ
れ
ら
が
適
切
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
国
に
当
た
る
分
野
で

日
蝕
が
起
こ
る
原
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
周
易
』
の
「
豐
其
沛
、

日
中
見
昧
」
を
日
蝕
に
関
連
付
け
、
続
く
「
折
其
右
肱
」
を
そ
の
原
因
で
あ
る
人
材
登
用

の
不
適
切
さ
と
見
な
し
た
上
で
、
『
詩
経
』
十
月
之
交
の
文
言
を
も
用
い
、
『
周
易
』
『
詩

経
』
の
二
経
に
も
共
通
の
道
理
が
説
か
れ
て
い
る
と
言
う
。 

 

一
方
、『
洪
範
五
行
伝
』
の
皇
之
不
極
の
条
に
は
、「
皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
。
厥
咎
眊
、
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厥
罰
恒
陰
、
厥
極
弱
…
…
」
と
あ
る
だ
け
で
、
「
択
人
」
・
「
因
民
」
・
「
従
時
」
の
い
ず
れ

に
当
て
は
ま
る
文
言
も
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
劉
歆
は
、
天
文
の
災
異
を
為
政
の
乱

れ
と
結
び
つ
け
る
も
の
の
、『
洪
範
五
行
伝
』
の
皇
極
の
条
に
は
全
く
依
拠
し
て
お
ら
ず
、

整
合
性
も
追
究
し
て
い
な
い
。 

以
上
の
通
り
、
劉
歆
の
災
異
説
に
於
い
て
、
地
上
の
災
異
を
皇
極
の
不
調
と
見
な
し
て

解
釈
し
た
例
は
見
え
ず
、
ま
た
天
体
の
異
変
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
『
洪
範
五
行
伝
』
に

依
拠
せ
ず
、
専
ら
『
左
伝
』
に
掲
載
さ
れ
る
説
に
基
づ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。 

劉
向
の
依
拠
し
た
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
「
説
曰
」
で
は
、
皇
極
の
不
調
に
よ
っ
て
起
こ

る
災
異
に
つ
い
て
、
天
や
乾
（
天
に
当
た
る
卦
）
に
結
び
つ
け
る
解
釈
が
多
々
見
ら
れ
る
。 

 

王
者
自
下
承
天
理
物
。
雲
起
於
山
、
而
彌
於
天
。
天
氣
亂
、
故
其
罰
常

陰
也
…
…(

中
略)

…
…
易
曰
、
亢
龍
有
悔
、
貴
而
亡
位
、
高
而
亡
民
、
賢

人
在
下
位
而
亡
輔
。
如
此
、
則
君
有
南
面
之
尊
、
而
亡
一
人
之
助
、
故

其
極
弱
也
…
…(

中
略)

…
…
易
曰
、
雲
從
龍
。
又
曰
、
龍
蛇
之
蟄
、
以
存

身
也
。
陰
氣
動
、
故
有
龍
蛇
之
孽
。
於
易
、
乾
爲
君
爲
馬
、
馬
任
用
而

彊
力
。
君
氣
毀
、
故
有
馬
禍
…
…(

中
略)

…
…
凡
君
道
傷
者
病
天
氣
。
不

言
五
行
沴
天
、
而
曰
日
月
亂
行
星
辰
逆
行
者
、
爲
若
下
不
敢
沴
天
。
猶

春
秋
曰
、
王
師
敗
績
于
貿
戎
、
不
言
敗
之
者
、
以
自
敗
爲
文
、
尊
尊
之

意
也
。 

王
者
は
下
か
ら
天
の
命
を
承
け
て
万
物
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
。
雲
は
山
か
ら
生
じ
、

天
を
覆
う
。
従
っ
て
、
天
の
気
が
乱
れ
れ
ば
、
そ
の
罰
は
常
陰
と
な
る
の
だ
。
一
説

に
は
、
上
の
者
が
中
正
な
あ
り
方
を
失
う
と
、
下
の
者
が
強
く
盛
ん
に
な
っ
て
、
君

主
の
輝
き
を
覆
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
。『
易
』
に
、「
昇
り
過
ぎ
た
龍
は
後
悔
す
る
。

貴
く
て
も
居
る
べ
き
位
が
無
く
、
高
く
て
も
人
々
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
賢
人
が
下

位
に
居
て
も
、
君
主
を
輔
弼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
で
あ
る

と
、
君
主
は
、
南
面
し
て
治
政
を
行
う
尊
さ
を
有
し
て
い
て
も
、
誰
か
ら
も
助
け
を

得
ら
れ
な
い
。
故
に
、
そ
の
極
は
弱
な
の
で
あ
る
…
…(

中
略)

…
…
『
易
』
で
は
「
雲

は
龍
に
從
う
」
、「
龍
・
蛇
が
こ
も
る
の
は
、
自
ら
の
身
を
守
る
た
め
で
あ
る
」
と
い

う
。
そ
し
て
、
陰
気
が
動
き
出
す
と
、
龍
蛇
の
孽
が
生
じ
る
。
易
で
は
、
乾
は
君
で

あ
り
馬
で
あ
る
。
馬
は
使
役
さ
れ
、
力
が
強
い
。
そ
し
て
、
君
の
気
が
損
な
わ
れ
る

と
、
そ
こ
で
馬
禍
が
生
じ
る
…
…(

中
略)

…
…
君
道
が
傷
つ
け
ば
、
天
の
気
を
病
ま

せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
五
行 

天
を
沴
（
や
ぶ
）
る
」
と
言
わ
ず
に
「
日

月 

行
を
乱
し
、
星
辰 

逆
行
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
下
の
者
が
天
を
損
な
う
と

い
う
こ
と
に
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
春
秋
』
が
「
王
師 

貿
戎
に
敗
績
す
」

と
言
っ
て
、「
（
○
○
が
）
王
を
敗
る
」
と
言
わ
ず
、
王
者
が
自
ら
敗
北
し
た
と
い
う

文
に
し
て
い
る
の
と
同
様
、
尊
い
も
の
を
尊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 

『
洪
範
五
行
伝
』
は
五
行
・
五
事
を
地
上
の
五
方
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
こ
の
「
説
曰
」

で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
皇
極
を
上
方
の
「
天
」
に
対
応
さ
せ
て
解
釈
す
る
。

四
方
の
金
・
木
・
水
・
火
が
中
央
の
土
を
沴
る
（
前
章
第
一
節
を
参
照
）
の
と
同
様
に
、

五
方
の
五
行
が
上
方
の
天
を
沴
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
皇
極
は
、「
上
」「
天
」
と
い
っ

た
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
お
り
、
五
行
・
五
事
が
「
東
」
や
「
春
」
等
に
対
応
す

る
の
と
同
様
で
あ
る
。 

一
方
、
劉
歆
の
認
識
で
は
、「
皇
極
―
―
五
行
」
の
関
係
は
、「
天
―
―
地
」
の
関
係
と

は
言
い
難
い
。 

劉
歆
の
著
し
た
『
三
統
暦
譜
』
で
は
、
天
に
於
い
て
は
太
極
が
三
辰
（
日
・
月
・
斗
）

と
五
惑
星
を
巡
ら
し
、
地
に
於
い
て
は
元
気
が
三
統
と
五
行
を
動
か
す
の
と
同
様
に
、
人

に
於
い
て
は
皇
極
が
三
徳
と
五
事
を
統
べ
る
。
つ
ま
り
、
天
地
人
に
於
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

「
一
」
が
「
三
」
・「
五
」
を
統
括
す
る
と
い
う
関
係
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
の

三
辰
と
地
の
三
統
は
「
三
」
同
士
、
天
の
五
星
と
地
の
五
行
は
「
五
」
同
士
で
あ
り
、
そ 
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 れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
言
う(

35)

。 

従
っ
て
、
天
と
人
と
の
間
に
も
同
様
の
配
合
関
係
が
考
え
ら
れ
る
（
な
お
、
地
の
五
行

に
人
の
五
事
を
配
当
す
る
こ
と
は
、『
洪
範
五
行
伝
』
に
見
え
る
考
え
方
で
あ
る
）
。
つ
ま

り
、
人
に
於
け
る
「
一
」
な
る
皇
極
に
配
合
さ
れ
る
の
は
天
に
於
け
る
「
一
」
な
る
太
極

で
あ
り
、
「
三
」
な
る
日
月
が
引
き
起
こ
す
日
蝕
等
の
災
異
に
は
対
応
し
な
い
。
日
蝕
に

関
し
て
言
え
ば
、
劉
歆
の
日
蝕
説
が
用
い
る
「
三
務
」（
『
左
伝
』
に
説
か
れ
る
「
択
人
」
・

「
因
民
」・「
従
時
」）
が
ま
さ
し
く
「
三
」
で
あ
り
、
皇
極
よ
り
も
よ
く
符
合
す
る(

36)

。 

で
は
、
劉
歆
は
皇
極
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
三
統
暦
譜
』
に
於
い

て
、
太
極
や
元
気
は
暦
数
・
律
数
や
三
正
・
五
行
を
導
き
出
す
根
本
・
法
則
と
し
て
説
か

れ
る
。
人
倫
に
於
け
る
皇
極
も
、
恐
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
根
本
・
法
則
で
あ
り
、
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
わ
な
い
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
物
体
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
り
、
何
か
の

時
間
・
空
間
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
り
し
な
い
、
極
め
て
抽
象
的
な
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。 

そ
の
た
め
に
、
劉
歆
は
、『
春
秋
』
の
多
く
の
災
異
記
事
を
、『
洪
範
五
行
伝
』（
『
劉
歆

伝
』
）
の
述
べ
る
五
行
や
五
事
に
結
び
付
け
て
解
釈
し
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
皇
極
に
当
て

は
め
て
解
釈
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 -------------------- 

以
上
、
本
節
で
は
、
劉
歆
に
よ
る
『
洪
範
五
行
伝
』
の
改
造
と
災
異
解
釈
に
つ
い
て
考

察
し
た
。
劉
歆
は
月
令
に
基
づ
い
て
『
洪
範
五
行
伝
』
を
改
造
し
た
上
で
、
理
論
的
に
首

尾
一
貫
し
た
災
異
解
釈
を
行
っ
た
。
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
が
時
に
董
仲
舒
の
説
も
用

い
な
が
ら
ほ
ぼ
全
て
の
記
事
に
つ
い
て
具
体
的
解
釈
を
施
し
た
の
に
対
し
、
劉
歆
は
専
ら

『
洪
範
五
行
伝
』
の
み
に
拠
っ
て
災
異
を
解
釈
し
（
時
に
は
記
事
に
解
釈
を
施
さ
な
い
こ

と
も
あ
り
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
整
合
性
を
保
っ
た
。 

た
だ
、
劉
歆
は
、
劉
向
（
及
び
後
の
班
固
）
が
皇
極
の
不
調
と
し
て
分
類
・
解
釈
し
た

記
事
に
つ
い
て
は
、
皇
極
の
不
調
に
属
す
と
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
蝕
等
の
天
文

の
異
変
に
つ
い
て
も
、
分
野
説
に
基
づ
い
て
諸
国
に
割
り
当
て
、
専
ら
『
左
伝
』
の
説
に

基
づ
い
て
解
釈
を
施
し
た
。
こ
れ
は
、
夏
侯
勝
や
劉
向
等
が
皇
極
を
中
正
の
徳
と
し
、
方

位
で
は
上
方
に
当
た
る
と
し
、
基
本
的
に
は
五
事
と
同
様
の
概
念
と
考
え
た
の
と
は
異
な

り
、
劉
歆
が
皇
極
を
三
徳
・
五
事
よ
り
抽
象
的
・
根
源
的
な
上
位
概
念
と
見
な
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
発
想
の
背
後
に
は
、
天
地
人
そ
れ
ぞ
れ
に
「
一
―
―
三
・
五
」

の
構
造
を
設
け
、
同
じ
数
字
に
当
た
る
も
の
同
士
を
対
応
さ
せ
て
考
え
る
思
想
が
存
在
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
の
節
で
詳
し
く
考
察
す
る
。 

 

「説曰」に於ける皇極のイメージ 


